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年金分割手続きのため年金事務所を訪
問しました。対応された職員に離婚調停
中であると伝えているのにもかかわら
ず、配慮がない発言があったなど、とて
も不快でした。今後は誠実に対応してく
ださい。

【指摘内容】
職員の態度が不快だった。

【対応】
該当の年金事務所では、お客様からのご指摘を受け、
お客様の立場に立った親切、ていねいな窓口対応を行
うように指導しました。

提出した書類の進捗状況を確認するた
め年金事務所に電話しました。対応され
た職員から回答が得られず、コールセン
ターへの照会を案内されました。お客様
対応としてあり得ませんので、職員に指
導してください。

令和３年４月受付分

　お客様から寄せられた年金事務所の窓口対応等に関する「お客様の声」を受け、日本年
金機構で実施した主な個別対応の内容を公表します。

年金事務所に書類の書き方を相談し
て、メモを添えて事務センターに提出し
ました。その後、事務センターの職員と
やりとりをしていましたが、「このメモは
役に立ちませんでした」との発言があ
り、この職員の心証が一気に悪くなりま
した。不用意な言動には注意してくださ
い。

【指摘内容】
職員の言動が不快だった。

【対応】
該当の事務センターでは、お客様からのご指摘を受
け、お客様の立場に立った親切、ていねいな電話対応
を行うように指導しました。

お客様の声 個別対応の内容

電
話
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令 和 ３ 年 ６ 月 １ ８ 日
日本年金機構相談・サービス推進部

年金事務所に関する「お客様の声」に基づく対応事例

【指摘内容】
職員の対応が不満だった。

【対応】
該当の年金事務所では、お客様からのご指摘を受け、
お客様の立場に立った親切、ていねいな電話対応を行
うように指導しました。

（照会先）

相談・サービス推進部

お客様対応グループ長 古賀 裕規

お客様対応グループ 須田 秀弥
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